
  
 

 

 
 

 

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
を
附
則
第
四
項
と
し
、
附
則
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 

（
道
州
制
の
導
入
の
推
進
） 

２ 

政
府
は
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
に
は
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
関
係
の
抜
本
的
な
改
革
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
に
、
道
州
制
の
導
入
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
等
に
基
づ
く
施
策
と
の
統
合
） 

３ 

政
府
は
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
こ
と
を
通
じ
て
急
速
な
少
子

高
齢
化
の
進
展
に
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
に
、
当
該

施
策
と
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
及
び
高
齢
社
会
対
策
基
本
法
（
平
成
七
年
法
律
第

百
二
十
九
号
）
に
基
づ
く
施
策
の
統
合
を
図
る
た
め
、
こ
の
法
律
の
規
定
の
充
実
、
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
及
び
高
齢
社

会
対
策
基
本
法
の
廃
止
そ
の
他
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 


